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2 小水力発電事業化検討 

2.1 機器確認 

小水力発電事業化を検討にあたり、実際に小水力発電装置の実証実験を行い、実験の結果得

られた具体的な課題と解決策を検討することで、事業化につなげる方策を見出す手順とした。

実証実験は新規に小水力発電装置を製作するのではなく、既にある装置を借用することとした。

その小水力発電装置は次の事項を要件とした。 
1)落差の大きくない水路でも設置可能なものであること。 
2)誰にでも見て動作が分かる構造であること。 
3)人力で設置が可能な規模であること。 
4)京都市内のアピール性の高い場所で実験が可能なこと。 
5)実験に関わる人員体制が組めること。 
実証実験の場所としては、琵琶湖疏水記念館付近の岡崎地域が適度な水流の確保とアピール

性があり適地である。 
また実証実験に使う小水力発電装置として、京都市立伏見工業高校の「らせん水車」を用い

た小水力発電装置が適している。同校の協力を得て小水力発電装置を借用し、実証実験を行う

方針とする。 

 

2.1.1 らせん水車」とは 

らせん水車とは、開放型水車の一種であり、戦前に富山県の砺波平野で 8,000 機が農業用動

力用として稼働していたと言われている。らせん水車の主な特徴を以下に示す。 

1) らせん水車の特徴 

 水車上部より水を掛け流す樋、軸に螺旋

形状の羽根を取り付けた水車及び軸受け

で構成され、開放形式で構造が簡易であ

る。 
 右図に示すとおり、低落差で比較的流量

の多い水利条件での使用に適し、マイク

ロ発電で一般的に使用されるポンプ逆転

水車、プロペラ水車、クロスフロー水車

の運転下限域でも適用が可能である。 
 大規模な導水路、圧力管路等が必要なく

設置が容易である。 
 設備価格が他の水車発電設備と比較し安価である。 
 開放形式で水車が螺旋構造であるため塵芥等が掛かりにくく、清掃点検等の維持管理が

容易である。 
 自然流下方式で衝撃や大きな水圧変動がないため、魚類等の生物に傷害を与える可能性

が少なくなる。 

 

2) 伏見工業高等学校システム工学か高額探求コースの「らせん水車」の概要 

京都市立伏見工業高校システム工学科工学探究コースでは、「環境再生に工業技術が果たす

役割」という観点から、地域・行政等と連携しながら「自然エネルギー」と「自然環境再生」

をテーマにして行う学習活動を行っている。 

水車選定図 
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その一環として、落差の無い水路に設置可能な小水力発電「らせん水車」の研究に継続的に

取り組んでいる。 
「らせん水車」の概観は下写真のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
伏見工業高等学校で開発されている「らせん水車」は、FRP 製の羽根を持つ水車を外枠で

固定したものとなっている。１台はスチール製アングル、もう１台はアルミフレームで四方を

固定しており、重量は双方とも 50kg 程度である。 
外寸 H 60cm×W60cm×D180cm、重量 50kg 程度（２台とも同様） 

 

    
 

 

 

 

60cm 

60cm 

180cm 

水の流れ 

「らせん水車」概観 用水路設置状況 
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2.1.2 京都市立伏見工業高等学校のこれまでの取組内容の整理 

京都市立伏見工業高等学校では足立善彦教諭を中心に、移動が可能な浮上式浮動らせん水車

の実用化を目指した機器開発を行っている。 
2012 年から水車の製作を開始し、これまで実証実験や勉強会の開催、イベントへの参加等

を様々な取組を行っていく中で、機器の改良や小水力発電の普及を進めている。 
伏見工業高校が実施している主な取組内容を整理した。 

1) 実証試験の実施 

2012 年 2 月、ピコ水力発電の導入を通じて中山間地で応用可能なモデル作りに取組んで

いる NPO 法人美山里山舍（京都府）において、伏見工業高校のらせん水車の試作モデルの

第 1 回実証試験が行われた。 
当日は雪解け水で増水した水路の流量が多かったこともあり、発電機の最大能力の 300W

を大きく超える 390W という最大出力を記録した。 
2012 年 12 月には、第 1 回実証試験の改良機器を含む、3 台のらせん水車の実証試験を同地

域で実施している。 

  
発電実験の様子（2012 年 2 月） 

   
発電実験の様子（2012 年 12 月） 

 

2) マイクロ水力発電勉強会の開催 

2012 年 11 月に京都市内と滋賀県米原市内の 2 箇所でマイクロ水力発電勉強会を開催して

いる。後者の勉強会では実際に用水路内にらせん水車を設置し稼働させた。 
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3) ワークショップやイベントへの参加 

2013 年 1 月に吉野見附三茶屋で行われた小水力ワークショップ（主催：吉野町小水力利

用推進グループ）に参加し、らせん水車の見学会を行っている。 
また、らせん水車型ではないものの、京都市内に立地する小野郷岩戸落葉神社で毎年行わ

れているライトアップイベントに参加し、水力発電によるライトアップを実施している。 

 

 
「落葉水車」によるライトアップの様子 

 
【参考】京都大学で開催された発明コンテストで最高賞受賞 
京都大学で開催された「テクノ愛～発明&事業化プランコンテスト～2011」において、伏

見工業高等学校の生徒がらせん水車を原型にした「持ち運べる水力発電機」を発表し、総合

グランプリに選ばれている。 
このコンテストは 1997 年から京都大学で行われているテクノロジーを主としたアイデア

コンテストであり、持ち運びのできる小水力発電のアイデアと実用化に向けた努力、そして

将来性という観点から評価が集まったと考えられる。 

 
【参考 URL】 

http://www.kyoto.zaq.ne.jp/rosso82/energy/index.html 

http://satoyama-sha.com/pg369.html 
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2.2 実証試験箇所の選定 

岡崎地域における実証試験の候補としては、平成 23 年度調査及び京都市疎水事務所助言等

を考慮し、以下の 3 箇所を抽出した。 

 
  ■扇ダム放水路（琵琶湖疏水記念館北西側） 
  ■白川（仁王門橋下流） 

■蹴上インクライン横放水路 

 
この 3 箇所について、現地の状況を確認した結果は、表 2.2.1 に示すおとおりであり、今回

の実証試験箇所としては「扇ダム放水路（琵琶湖疏水記念館北西側）」を選定した。 

 
表 2.2.1 候補地の状況 

■扇ダム放水路（琵琶湖疏水記念館北西側） 

 
○同コース「らせん水車」運転におけるこれまでの実験条件として得られたことがない流速

（1.1m/s）を有する。 
○水深は，20cm 程度と，らせん水車の運転に適している。 
○幅のある水路のため，条件を変えながら実験を行うことが可能。 
○水路周辺には柵があることから，アクセス・搬入には注意が必要。 
 
⇒ これまでに得られていない条件での運転を行うことは，実験上意義のあることであり，この場所

での実験を行いたい。 
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■白川（仁王門橋下流） 

 
○流速は，扇ダム放水路吐水口よりも小さい（1.0m/s 未満）。 
○水深は，18cm 程度と，らせん水車の運転に適している。 
○幅は広く，条件を変えながら実験を行うことが可能。 
○「河川」に当たることから，京都府（京都土木事務所）への一時占有の手続きが必要。 
○第一疏水止水期は，流量が減り水車の運転には適さない。 
 
⇒ 第一疏水通水時での流速はこれまでの実験で得られている条件であり，新たな条件で実施す

るという観点から，今回は，扇ダム放水路（琵琶湖疏水記念館北西側）での実験を行いたい。通

水時での運転を想定して，平成 25 年度の取組のなかで候補地としていくことも検討する。 

 

■蹴上インクライン横放水路 

 
○これまでの実験条件として得られたことがない流速（3m/s 以上）であり，水車が破壊される可能

性がある。 
○また水路底面は滑りやすく，学生による実験は危険。 
 
⇒ 実験地点としては選定しない。 
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2.3 実証試験における課題の整理 

 
表 2.3.1 実証試験における課題 

項 目 課 題 対応可否 

関係機関 

実証試験の実施にあたっては、以下の関係機関との調

整が必要である。 
・京都市上下水道局 
・京都市疏水事務所 
・京都市教育委員会 
・京都市立伏見工業高校 
・京都市環境政策局 

【要対応】 
協議により対応 
3/4 上下水道局と協議 
3/8 伏見工業高校と協

議 

安全対策 

実証試験実施時には安全対策が求められる。 
・搬入・撤去時 
・試験時 
など 

【要対応】 
安全計画書作成 

機器調整・補強 

水量が比較的多い扇ダム放水路での実験にあたって、

既存の「らせん水車」では以下の課題がある。 
・取水方法を工夫する。 
・機器の補強を行う 

【要対応】 
機器調整・補強の実施 

 
 

2.4 課題に対する対応 

1) 関係機関との協議 

関係機関として実験に主に関係する上下水道局および伏見工業高校と協議を実施した。 

○上下水道局との協議 

3 月 4 日に琵琶湖疏水で実証実験を実施するにあたり、管理者の上下水道局と協議した。そ

の要点は次の通りである。(別紙、議事録参照) 
・ 実験場所は、扇ダム放水路とする。 
・ 雨天時はすぐ撤去できるようにする。 
・ ゴミ等流下物があるので、その対策を考慮すること。 

 

○伏見工業高校との協議 

3 月 8 日の実証実験への協力を求めるため、伏見工業高校足立教諭と協議した。その要点

は次の通りである。（別紙、議事録参照） 
・ 実験は教育の一環として、生徒主体とする。 
・ 実験は昼間のみ１日とし、複数日の連続設置はしない。 
・ 扇ダム放水路の流量が大きいことから、装置に補強が必要である。 
・ 実施可能日は、3 月中は 3 月 23 日(土)のみである。 
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2.5 実証試験計画の策定 

前項までに整理した課題に対する対応等を踏まえ、実証試験の実施に際しての実証試験計

画書及び安全計画書を策定した。 
次頁以降に具体的内容を示す。 
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2.6 機器調整・補強 

伏見工業高校所有のらせん水車は２台あり、いずれも同寸法であるが、発電機への伝達機

構が異なる。青らせん水車はシャフトドライブ、赤らせん水車はチェーンドライブとなって

いる。いずれも調整すれば基本機能は確保できる状態である。調整は機器製作者でないとで

きないことから、伏見工業高校が実施する。 

塩化ビニル製の整流板に流水が直接当たるため、衝撃を受け破損しやすい。現状も青らせ

ん水車の方は少しヒビが入っている状態である。 

補強の方針は、整流板の上流側（水が直接あたる側）に水流と垂直方向に止水カバーを設

けること、整流板を塩化ビニル製から金属製（鉄またはステンレス）に変更することとした。 

 
【補強対策前】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整流板 

(透明の塩ビ板) 

整流板 

(白色の塩ビ板) 

端部が損傷しやすい

ため補強対策する 

端部が損傷しやすい

ため補強対策する 
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【補強対策後】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整流板 

(ステンレス製に交換) 

端部の保護カバー

端部の保護カバー

整流板 

(ステンレス製に交換) 
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	名称未設定



